
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

厚生労働省から、平成 30 年度に時間外労働などに

対する割増賃金を支払っていない企業に対して、労働

基準法違反で是正指導した結果が公表されました。 
全国の労働基準監督署が、賃金不払残業に関する労

働者からの申告や各種情報に基づき企業への監督指

導を行った結果、平成 30 年４月から平成 31 年３月ま

での期間に不払いだった割増賃金が各労働者に支払

われたもののうち、その支払額が１企業で合計 100 万

円以上となった事案を取りまとめたものです。 
 

◆平成 30 年度の監督指導による賃金不払残業の是正

結果のポイント 
(1) 是正企業数……………………………1,768企業（前

年度比 102 企業の減） 
うち、1,000 万円以上の割増賃金を支払ったのは、

228 企業（前年度比 34 企業の減） 
(2) 対象労働者数…………………………11 万 8,837 人

（同８万 9,398 人の減） 
(3) 支払われた割増賃金合計額…………125 億 6,381

万円（同 320 億 7,814 万円の減） 
(4) 支払われた割増賃金の平均額は、1 企業当たり 711

万円、労働者 1 人当たり 11 万円 
いずれも前年度に比べ減少しています。また、監督

指導の対象となった企業では、賃金不払残業の解消の

ために様々な取組みが行われています。 
その一つとして、ある金融業の取組事例が以下のと

おり紹介されています。 
 

◆賃金不払残業の状況 
○割増賃金が月 10 時間までしか支払われないとの労

働者からの情報を基に、労基署が立入調査を実施。 
○会社は、自己申告（労働者による労働時間管理表へ

の手書き）により労働時間を管理していたが、自己

申告の時間外労働の実績は最大月 10 時間となって

おり、自己申告の記録とパソコンのログ記録や金庫

の開閉記録とのかい離が認められたことから、賃金

不払残業の疑いが認められたため、労働時間の実態

調査を行うよう指導。 
 
◆企業が実施した解消策 
○会社は、パソコンのログ記録や金庫の開閉記録など

を基に労働時間の実態調査を行った上で、不払いと

なっていた割増賃金を支払った。 
○賃金不払残業の解消のために次の取組みを実施し

た。 
① 支店長会議において、経営陣から各支店長に対

し、労働時間管理に関する不適切な現状およびコ

ンプライアンスの重要性を説明し、労働時間管理

の重要性について認識を共有した。 
② 労働時間の適正管理を徹底するため、自己申告

による労働時間管理を見直し、IC カードの客観的

な記録による管理とした。 
③ IC カードにより終業時刻の記録を行った後に

業務に従事していないかを確認するため、本店に

よる抜き打ち監査を定期的に実施することとし

た。 
 厚生労働省では、引き続き、賃金不払残業の解消に

向け、監督指導を徹底していくとしています。 
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◆調査の概要 

株式会社野村総合研究所のグループ会社であるＮ

ＲＩ社会情報システム株式会社が、全国の 55～79 歳

の 2,000 人を対象に、シニア世代の就業状況や働く意

識、ライフスタイルや価値観などについてインターネ

ット・アンケート調査を行い、その結果が公表されて

います。その調査結果において注目すべき内容を取り

上げてまとめます。 

 

◆就業実態 

最も特徴的な点として、64 歳までの男性の正社員の

割合は 50％以上を占めるのに対し、65 歳以上になる

と正社員で働く割合が 20％を切ることがあげられま

す。また、女性の場合でも、64 歳までの正社員割合が、

65 歳以降では３分の１程度に減少しています。 

 

◆今後の就業意識 

現在就業中の 65 歳未満のシニア世代に何歳まで働

きたいかとの質問では、現在正社員の方もパート・嘱

託の方も平均して 70 歳頃まで働きたいと回答してい

ます。 

60 歳未満の正社員に将来の働き方を尋ねると、約７

割が 60 歳代前半までは正社員で、65 歳を超えたらパ

ートや嘱託など非正規での就業を望み、70 歳以降はシ

ルバー人材センターなどの臨時・短期の仕事や、イン

ターネット上で受注する仕事などを求める割合が増

える傾向にあるようです。 

 

◆生活満足度 

 50 歳代後半と 60 歳代後半の生活満足度を比較する

と、就業状況以外のすべての項目で年齢とともに満足

度が高くなる傾向がわかります。特に、家族や友人な

どの人間関係や趣味・娯楽、地域との関係などの満足

度の上昇が目立ちます。 

また、シニア世代が活用するＳＮＳの中でもＬＩＮ

Ｅが最も多く、ユーザーは非ユーザーに比べて満足度

が高く、ＩＣＴを活用するシニア世代はコミュニケー

ションや情報収集の活発化を通して満足度が高い傾

向があるようです。 

 

 65 歳までの定年延長・再雇用は定着しつつあります

が、それ以降の就業状況の満足度が低いことから、60

歳代後半世代は満足する就業の場を得られていない

ことが推測されます。自分に合った多様な働き方を求

めるシニア世代と、戦力を求める企業との間に温度差

があることは否めませんが、この調査結果は企業のシ

ニア活用を進めるうえで参考の一つとなり得るでし

ょう。 

【株式会社野村総合研究所・ＮＲＩ社会情報システム

株式会社「NEWS RELEASE」】 

https://www.nri.com/jp/news/newsrelease/lst/201

9/cc/0829_1 

 

 
 
10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に

採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

31 日 
○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付＜第３期分

＞［郵便局または銀行］ 
○ 労働者死傷病報告の提出＜休業４日未満、７月～

９月分＞［労働基準監督署］ 
○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 
○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 
○ 労働保険料の納付＜延納第２期分＞［郵便局また

は銀行］ 
○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告

書の提出［公共職業安定所］ 
○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でな

い場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 
［公共職業安定所］ 
 

～当事務所よりひと言～ 

 
いつもお世話になり、誠に有難うございます。 

【社労士会セミナーのお知らせ】 
10/9（水）社労士会主催のセミナーを行います。 
テーマ：～働き方改革で実現する～ 
    「いい会社づくり」 
時間： 13 時 30 分～15 時 00 分 
場所：金沢市異業種会館２階研修室 
 

【最低賃金引上げのお知らせ】 
今月より現在の最低賃金（806 円）の時間額を 
26 円引き上げて８３２円となりました。 
パートタイマーだけでなく、月給制の従業員も時給

換算して確認する必要があります。時給換算方法に

ついてご不明な点がございましたら、お気軽にお問

合せください。 

シニア世代の就業・生活スタイルの動向

～NRI 社会情報システム調査 

10 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 


